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先月２５日、特定警戒都道府県（５都道県）に対する「緊急事態宣言」が

解除され、全都道府県を対象とした緊急事態宣言は全面解除となりました。 

しかし依然として政府より経済活動再開については段階別に実施され、県

をまたぐ移動についても６月１８日までは自粛するよう求められています。 

それに伴い、感染拡大を防ぐためにも保養施設の休館措置を当面の間延長

いたします。ご迷惑をおかけしますが引き続きご協力をお願いいたします。 

※保養施設利用再開時期については追って連絡いたします。 

対象施設：【保養所】  

伊豆高原保養所、湯布高原保養所 

【リゾートマンション】 

リゾミティ白馬、バーデンパレス草津、ハウステンボス、 

ファミールヴィラ第２越後湯沢、ヴィレッジアルファⅠ、メゾン安比、フジ

タ鳥羽第６マンション 

        【法人会員】 

ザ・タワーⅠ（アルファリゾート・トマム）、ホテルアソシア高山リゾート、

スポーリア湯沢、ダイワロイヤル 

【昭和フロント】 

八ヶ岳研修センター 

 

以  上 


